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鳥取大学工学部学科長会議規程

第１条 鳥取大学工学部に，学科長会議を置く。

第２条 学科長会議は，各学科間の連絡調整と教授会の円滑なる運営を図るこ

とを目的とする。

第３条 学科長会議は，学部長，副学部長及び学科長をもって組織する。

第４条 学部長は，学科長会議を招集し，その議長となる。

第５条 学部長は，必要に応じ学科長以外の者を会議に出席させることができ

る。

第６条 学科長会議の事務は，工学部事務部において処理する。

附 則

この内規は，昭和４３年５月２４日から施行する。

附 則

この内規は，昭和５０年３月１４日から施行する。

附 則

この内規は，昭和５９年１２月１６日から施行する。

附 則

この内規は，平成元年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成５年８月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成７年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。


